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問
　
平
成
19
年
４
月
か
ら
養
護
老

人
ホ
ー
ム
「
会
陽
の
里
」
に
指
定
管

理
者
制
度
を
導
入
予
定
だ
が
、
倒
産
、

休
・
廃
業
等
へ
の
対
策
は
。 

　
答
　
市
内
で
老
人
ホ
ー
ム
の
良
好

な
経
営
実
績
が
三
年
以
上
あ
り
、
入

所
者
処
遇
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
十
分
備
え

て
い
る
社
会
福
祉
法
人
へ
の
指
定
を

考
え
て
い
る
。
指
定
管
理
者
制
度
の

運
用
規
程
に
よ
る
施
設
の
管
理
実
態

等
の
報
告
以
外
に
、
法
人
監
査
や
処

遇
監
査
を
通
じ
管
理
運
営
状
況
等
の

チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
と
と
も
に
、
協
定

書
に
は
不
測
の
事
態
に
十
分
対
応
で

き
る
条
項
を
盛
り
込
む
。 

   

　
問
　
児
童
虐
待
事
件
等
が
増
加
す

る
中
、
平
成
16
年
の
児
童
福
祉
法
改

正
に
よ
り
、
中
核
市
に
も
児
童
相
談

所
が
設
置
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

本
市
に
早
期
設
置
す
る
考
え
は
。 

　
答
　
児
童
相
談
所
を
設
置
す
れ
ば

市
の
権
限
で
子
ど
も
に
関
す
る
多
様

な
課
題
に
一
貫
し
て
対
応
可
能
と
な

る
が
、
21
年
に
は
政
令
市
移
行
を
目

指
し
て
お
り
、
政
令
市
と
し
て
、
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
も
一
体
的

に
考
え
、
子
ど
も
の
成
長
段
階
に
応

じ
た
市
独
自
の
も
の
を
つ
く
り
た
い
。

今
後
、
県
と
も
協
議
し
な
が
ら
、
精

力
的
に
設
置
準
備
を
進
め
る
。 

   
　
問
　
障
害
児
保
育
・
特
別
支
援
教

育
の
一
層
の
体
制
整
備
が
喫
緊
の
課

題
だ
が
、
本
市
の
対
応
方
針
は
。 

　
答
　
保
育
士
の
質
の
向
上
の
た
め

の
研
修
、
専
門
員
に
よ
る
巡
回
指
導

等
を
一
層
進
め
る
と
と
も
に
、
本
市

の
先
進
的
取
り
組
み
で
あ
る
障
害
児

拠
点
保
育
園
の
拡
充
の
た
め
、
来
春

の
開
園
に
向
け
灘
崎
幼
保
一
体
施
設

を
整
備
し
て
い
る
。
ま
た
、
幼
稚
園

で
は
、
特
別
支
援
教
育
の
体
制
充
実

に
向
け
、
支
援
員
の
配
置
・
増
員
に

努
め
る
と
と
も
に
、
平
成
18
年
９
月

か
ら
こ
と
ば
の
教
室
に
発
達
障
害
の

専
門
家
を
配
置
し
、
相
談
窓
口
の
充

実
を
図
っ
て
い
る
。 

                 

　
問
　
検
討
委
員
会
で
は
病
院
の
存

続
を
求
め
る
意
見
が
大
勢
を
占
め
て

い
る
よ
う
だ
が
、
同
委
員
会
の
提
言

を
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
で
は
。 

　
答
　
検
討
委
員
会
の
提
言
は
重
く

受
け
止
め
る
が
、
建
て
替
え
に
要
す

る
費
用
や
市
民
病
院
の
役
割
を
は
じ

め
、
病
院
経
営
及
び
本
市
財
政
の
厳

し
い
状
況
を
踏
ま
え
、
市
議
会
や
市

民
の
意
見
を
聞
い
て
、
市
と
し
て
結

論
を
出
し
た
い
。 

   

　
問
　
少
子
化
対
策
の
う
ち
、
子
育

て
支
援
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
る
認

可
外
保
育
施
設
へ
の
支
援
は
。 

　
答
　
施
設
職
員
対
象
の
研
修
会
の

開
催
や
立
ち
入
り
指
導
を
行
う
な
ど
、

保
育
内
容
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、

入
所
児
童
の
処
遇
向
上
を
図
る
た
め

の
補
助
制
度
を
設
け
て
い
る
。
今
後

も
認
可
保
育
所
や
認
可
外
保
育
施
設
、

そ
の
他
の
制
度
が
相
互
に
補
完
し
合

い
な
が
ら
、
多
様
な
子
育
て
支
援
の

ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
て
い
け
る
よ
う
検

討
し
た
い
。 

管
理
職
の
数
の
増
減
は
。 

　
答
　
課
内
に
お
い
て
的
確
で
迅
速

な
意
思
決
定
と
良
質
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
確
保
す
る
た
め
、
課
の

規
模
、
業
務
内
容
等
を
考
慮
し
た
上

で
、
担
当
課
長
を
配
置
し
た
。
市
長

事
務
部
局
の
課
相
当
の
数
は
百
四
十

七
か
ら
百
二
十
八
へ
十
九
課
削
減
し
、

課
長
相
当
職
の
数
は
二
百
二
か
ら
百

九
十
三
へ
九
名
減
員
と
な
っ
て
い
る
。 

   

　
問
　
市
有
施
設
へ
の
指
定
管
理
者

指
定
後
の
管
理
体
制
や
運
営
状
況
の

チ
ェ
ッ
ク
を
強
化
し
て
は
。 

　
答
　
現
在
で
も
、
施
設
の
管
理
実

態
等
の
報
告
を
求
め
て
い
る
が
、
さ

ら
に
強
力
な
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
と
考

え
て
い
る
。
平
成
18
年
度
中
に
全
面

改
定
予
定
の
指
定
管
理
者
制
度
運
用

方
針
に
お
い
て
は
、
指
定
管
理
者
へ

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
な
ど
施
設

の
管
理
運
営
状
況
等
の
適
正
な
把
握

に
努
め
る
と
と
も
に
、
改
善
指
示
、

指
定
の
取
り
消
し
等
、
処
分
基
準
を

明
示
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。 

   

　
問
　
地
球
温
暖
化
に
つ
い
て
①
現

状
認
識
は
②
防
止
に
向
け
た
市
民
意

識
の
啓
発
は
。 

　
答
　
①
平
成
17
年
２
月
に
京
都
議

定
書
が
発
効
し
、
世
界
全
体
に
よ
る

温
暖
化
対
策
の
推
進
が
定
め
ら
れ
た

が
、
わ
が
国
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

量
は
依
然
高
く
、
相
当
厳
し
い
状
況

に
あ
る
②
環
境
学
習
の
場
の
提
供
、

学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
機
材
等
の
整
備
、

指
導
者
の
育
成
等
を
進
め
る
と
と
も 

制
度
運
用
方
針
の
改
定
で
 

指
定
管
理
者
の
監
視
体
制
を
強
化
 

会
陽
の
里
の
指
定
管
理
者
 

万
全
の
体
制
で
導
入
を
 

児
童
相
談
所
の
早
期
設
置
を
 

障
害
児
保
育
・
特
別
支
援
教
育
 

体
制
整
備
に
向
け
て
 

市
民
病
院
の
在
り
方
 

検
討
委
員
会
提
言
の
取
り
扱
い
 

認
可
外
保
育
施
設
へ
の
支
援
 

医
療
・
福
祉

将来の都市像を探り活発な議論 
　　　　　　　～「岡山みらい会議」 

整備が進む灘崎幼保一体施設整備が進む灘崎幼保一体施設 整備が進む灘崎幼保一体施設 

災害に備え訓練に励む自主防災会（操明地区） 

地
球
温
暖
化
防
止
に
向
け
 

効
果
的
な
啓
発
活
動
を
推
進
 

環
境
・
ま
ち
づ
く
り
・
教
育

安定安定した運営運営で高齢者福祉高齢者福祉の向上～の向上～会陽会陽の里の里 安定した運営で高齢者福祉の向上～会陽の里 


